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横
山
信
二 

先
生
―
そ
の
人
と
学
問

井　

上　

嘉　

仁

　

横
山
信
二
先
生
は
、
平
成
二
九
年
三
月
末
を
も
っ
て
定
年
で
退
職
さ
れ
た
。
先
生
は
、
昭
和
五
一
年
三
月
に
広
島
大
学
政
経
学
部
法
律

政
治
学
科
を
卒
業
さ
れ
た
後
、
広
島
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
に
お
い
て
、
畑
博
行
先
生
の
指
導
の
も
と
に
憲
法
学
を
専
攻
さ
れ
、
修
士

論
文
「
主
權
と
代
表
」
で
法
学
修
士
の
学
位
を
取
得
さ
れ
た
。
昭
和
五
四
年
四
月
に
大
島
商
船
高
等
専
門
学
校
講
師
に
就
任
さ
れ
、
憲
法

訴
訟
の
研
究
か
ら
、
そ
の
具
体
的
な
訴
訟
形
態
で
あ
る
行
政
訴
訟
に
研
究
関
心
を
寄
せ
、
村
上
武
則
先
生
の
指
導
を
受
け
て
「
フ
ラ
ン
ス

越
権
訴
訟
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
」
で
行
政
法
の
研
究
者
と
し
て
学
界
に
デ
ビ
ュ
ー
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
同
助
教
授
（
昭
和
五
八
年
）
を

経
て
、
平
成
元
年
四
月
に
松
山
大
学
（
旧
松
山
商
科
大
学
）
法
学
部
助
教
授
、
同
教
授
（
平
成
四
年
）
と
し
て
行
政
法
学
の
研
究
と
教
育

に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
。
平
成
一
四
年
一
〇
月
に
法
科
大
学
院
設
置
要
員
と
し
て
、
愛
媛
大
学
法
文
学
部
総
合
政
策
学
科
教
授
に
移
籍
さ

れ
た
が
、
四
国
に
お
け
る
法
科
大
学
院
は
香
川
大
学
と
の
連
合
で
設
置
す
る
こ
と
に
な
り
、
平
成
一
六
年
、
愛
媛
大
学
所
属
の
香
川
大
学

大
学
院
香
川
大
学
・
愛
媛
大
学
連
合
法
務
研
究
科
に
副
研
究
科
長
と
し
て
就
任
さ
れ
た
。
平
成
二
一
年
四
月
に
、
母
校
で
行
政
法
担
当
の

教
授
の
公
募
が
あ
り
、
畑
先
生
と
村
上
先
生
の
要
望
と
説
得
を
受
け
入
れ
て
応
募
し
、
同
年
一
〇
月
に
広
島
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究

科
法
政
シ
ス
テ
ム
専
攻
（
兼
法
学
部
）
教
授
と
し
て
着
任
さ
れ
た
。

　

先
生
は
、
松
山
大
学
在
任
中
、
カ
ナ
ダ
の
マ
ッ
ギ
ル
大
学
（
在
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
）
に
一
年
間
留
学
さ
れ
、「
行
政
法
に
お
け
る
英
米

法
系
と
大
陸
法
系
の
混
在
」
を
研
究
さ
れ
、
帰
国
後
の
研
究
分
野
の
土
台
を
つ
く
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
の
留
学
で
身
に
付
け
ら
れ
た
フ
ラ
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ン
ス
語
で
、
愛
媛
大
学
と
大
学
間
学
術
交
流
を
締
結
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
大
学
（
在
デ
ィ
ジ
ョ
ン
）
か
ら
法
学
系
と
の

交
流
が
求
め
ら
れ
、
学
長
特
命
で
デ
ィ
ジ
ョ
ン
に
説
明
に
赴
か
れ
た
。
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
大
学
法
政
研
究
組
織
か
ら
派
遣
さ
れ
た
研
究
者
を

受
け
入
れ
、
そ
の
研
究
と
生
活
を
支
援
さ
れ
る
と
と
も
に
、
愛
媛
大
学
の
学
生
を
デ
ィ
ジ
ョ
ン
に
引
率
し
て
学
生
の
調
査
を
支
援
さ
れ
た
。

こ
の
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
大
学
に
お
け
る
法
学
研
究
者
と
先
生
と
の
深
い
関
係
が
あ
り
、
広
島
大
学
社
会
科
学
研
究
科
法
政
シ
ス
テ
ム
専
攻
と

の
部
局
間
学
術
交
流
協
定
の
締
結
に
尽
力
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、平
和
市
長
会
議
の
一
環
と
し
て
デ
ィ
ジ
ョ
ン
市
が
主
催
し
、ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ

大
学
で
開
催
さ
れ
た
「
平
和
と
憲
法
」
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ム
に
西
村
裕
三
教
授
（
報
告
者
）
と
参
加
さ
れ
、
そ
の
際
の
晩
餐
会
で
親
し

く
話
さ
れ
た
ト
ゥ
ー
ル
大
学
（
正
式
名
は
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ラ
ブ
レ
大
学
）
の
ベ
ラ
ン
ダ
ム
先
生
が
、
翌
年
に
部
局
間
学
術
交
流
を
申
し
入

れ
て
来
ら
れ
、
そ
の
協
定
書
作
成
に
も
尽
力
さ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
中
華
人
民
共
和
国
ハ
ル
ビ
ン
大
学
の
沈
春
女
先
生
か
ら
「
日
本

に
お
け
る
環
境
法
の
基
礎
原
理
」
に
つ
い
て
共
同
研
究
の
依
頼
が
あ
り
、
六
カ
月
間
研
究
と
生
活
支
援
を
行
わ
れ
る
な
ど
、
国
際
交
流
に

努
め
ら
れ
た
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

わ
た
し
は
、
広
島
大
学
で
憲
法
の
研
究
と
教
育
を
担
当
し
て
い
る
が
、
先
生
が
広
島
大
学
に
着
任
さ
れ
た
以
前
か
ら
広
島
公
法
研
究
会

等
幾
度
も
お
め
に
か
か
り
、
そ
の
た
び
に
、
種
々
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
関
係
で
、
先
生
の
研
究
と
教
育
に
つ
い
て
あ
る
程
度
周
知
し

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
本
稿
を
献
進
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
な
お
本
稿
は
、
先
生
の
最
終
講
義
「
法
学
の
学
修
と
教
育
―
行
政

法
を
通
じ
て
」（
二
〇
一
七
年
二
月
二
日
）
を
参
考
に
執
筆
し
た
。

　

先
生
の
研
究
は
、
憲
法
学
、
行
政
法
学
、
環
境
法
学
の
領
域
を
縦
横
に
ま
た
が
れ
た
立
体
的
な
研
究
業
績
を
築
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を

代
表
す
る
業
績
が
「
立
法
と
司
法
、
そ
し
て
行
政
法
」（
畑
博
行
先
生
古
希
記
念
論
文
集
『
立
憲
主
義
―
過
去
と
未
来
の
間
―
』）
有
信
堂
、

二
〇
〇
一
年
）
で
あ
ろ
う
。
憲
法
七
六
条
二
項
前
段
「
特
別
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
の
考
察
に
焦
点
を
あ
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て
ら
れ
、
同
条
一
項
か
ら
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
裁
判
一
元
制
を
読
み
取
ら
れ
、
も
う
一
度
同
二
項
に
戻
ら
れ
て
、
そ
の
後
段
の
「
行
政

機
関
は
、
終
審
と
し
て
裁
判
を
行
ふ
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
意
味
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
法
七
六
条
二
項
に
は
英
米
法
の
基
本

で
あ
る
裁
判
一
元
制
と
、
権
力
分
立
原
理
を
徹
底
し
た
大
陸
行
政
法
に
よ
る
裁
判
二
元
制
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

英
米
法
と
大
陸
法
が
混
在
し
て
い
る
カ
ナ
ダ
・
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
留
学
さ
れ
た
と
き
の
研
究
成
果
で
あ
ろ
う
。
次
い
で
、「
環
境
権
概
念
再

構
成
の
た
め
の
試
論
」（
松
山
大
学
論
集
五
巻
四
号
）
は
、
そ
れ
ま
で
の
環
境
法
関
連
論
文
を
踏
ま
え
、
基
本
的
人
権
と
し
て
の
環
境
権

を
手
続
法
的
に
構
成
す
る
こ
と
を
試
み
ら
れ
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、日
本
公
法
学
会
第
六
一
回
部
会
報
告「
社
会
権
の
実
現
と
行
政
法
学
」

（
公
法
研
究
五
九
号
）
は
、
先
生
が
最
初
に
憲
法
研
究
で
取
り
組
ま
れ
た
社
会
権
領
域
に
行
政
法
の
視
点
を
取
り
入
れ
ら
れ
た
「
生
存
権

保
障
と
行
政
訴
訟
―
行
政
訴
訟
に
お
け
る
英
米
法
原
理
と
大
陸
法
制
度
の
交
錯
の
中
で
―
」（
畑
博
行
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
『
人
権
の

司
法
的
救
済
』
有
信
堂
、
一
九
九
一
年
）
を
踏
ま
え
ら
れ
た
研
究
で
、
憲
法
レ
ベ
ル
で
は
抽
象
的
に
な
り
が
ち
の
論
点
を
行
政
法
レ
ベ
ル

で
具
体
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
。
憲
法
学
を
研
究
の
ス
タ
ー
ト
と
し
、
行
政
法
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
常

に
憲
法
学
へ
の
想
い
を
抱
い
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
生
が
時
折
述
懐
さ
れ
る
こ
と
に
「
村
上
先
生
か
ら
、『
行
政
法
は
、
憲
法
の

具
体
化
法
』
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
間
違
い
で
、
Ｆ
・
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
は
『
行
政
法
は
、
具
体
化
さ
れ
た
憲
法
』
と
教
え
ら
れ
た
」
と
い
う
。

つ
ま
り
、「
行
政
法
は
憲
法
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
を
、
行
政
法
の
恩
師
で
あ
る
村
上
武
則
先
生
と
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
先
生
の
行
政
法
学
に
お
け
る
研
究
の
足
跡
を
み
て
み
よ
う
。
先
生
の
行
政
法
研
究
は
「
行
政
法
の
法
源
」、「
行
政
立
法
」、「
行

政
裁
判
」、「
環
境
行
政
法
」、「
災
害
行
政
法
」
な
ど
総
論
と
各
論
の
多
岐
に
わ
た
ら
れ
る
。
主
た
る
研
究
は
、
ラ
イ
フ
テ
ー
マ
で
あ
る
《
行

政
裁
判
論
》、
環
境
法
に
つ
な
が
っ
て
い
く
《
海
洋
公
物
管
理
論
》、
災
害
行
政
法
の
研
究
視
点
と
な
る
《
行
政
過
程
論
》
で
あ
ろ
う
。
先

生
は
、
当
初
、「
憲
法
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適
格
」
を
論
じ
よ
う
と
研
究
を
は
じ
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
日
本
公
法
学
会
第
四
三
回

の
奥
平
康
弘
報
告
「
憲
法
訴
訟
と
行
政
訴
訟
」（
公
法
研
究
四
一
号
）
で
「
憲
法
訴
訟
は
き
わ
め
て
し
ば
し
ば
、
同
時
に
行
政
訴
訟
で
も
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あ
り
う
る
」
と
の
指
摘
を
受
け
、
研
究
の
重
心
を
行
政
法
に
移
さ
れ
て
い
っ
た
。
行
政
法
の
母
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
研
究
に
着

手
さ
れ
る
が
、
そ
の
こ
ろ
広
島
周
辺
で
フ
ラ
ン
ス
公
法
の
研
究
が
少
な
く
、
中
川
剛
先
生
が
購
入
さ
れ
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
判
例
集
や

フ
ラ
ン
ス
公
法
雑
誌
を
、
村
上
武
則
先
生
を
通
じ
て
図
書
館
か
ら
長
期
で
借
り
出
し
利
用
で
き
た
こ
と
が
ど
ん
な
に
助
け
に
な
っ
た
か
と

述
懐
さ
れ
る
。
同
時
に
、
行
政
裁
判
の
研
究
が
進
み
、
あ
る
程
度
の
業
績
を
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
た
頃
、
憲
法
学
の
恩
師
で
あ
る
畑
博

行
先
生
が
ご
自
身
の
論
文
「
行
政
訴
訟
の
諸
問
題
」（
日
本
弁
護
士
連
合
会
特
別
研
修
叢
書
）
を
自
ら
コ
ピ
ー
し
て
渡
さ
れ
、「
憲
法
は
英

米
法
的
な
原
理
に
立
っ
て
い
る
が
、
実
定
法
の
レ
ベ
ル
で
の
制
度
や
運
用
で
は
大
陸
法
的
な
発
想
が
根
強
く
、
そ
の
た
め
よ
く
衝
突
が
起

こ
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
教
え
に
動
か
さ
れ
、
畑
先
生
の
お
世
話
で
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
の
マ
ッ
ギ
ル
大
学
に
留
学
し
、
英
米
法
と
大
陸
法

が
混
在
し
て
い
る
ケ
ベ
ッ
ク
行
政
法
を
研
究
さ
れ
た
。
帰
国
後
は
、
裁
判
一
元
制
の
基
で
発
達
し
た
英
米
行
政
法
（
司
法
審
査
）
と
裁
判

二
元
制
を
採
る
大
陸
行
政
法
（
行
政
裁
判
）
の
比
較
法
研
究
か
ら
行
政
裁
判
に
関
す
る
論
文
が
発
表
さ
れ
、こ
れ
ら
を
ま
と
め
た
著
書
『
行

政
の
裁
判
統
制
と
司
法
審
査
』
を
退
職
さ
れ
た
と
き
に
公
刊
さ
れ
た
。

　

海
の
行
政
法
は
、
日
本
土
地
法
学
会
設
立
一
五
周
年
大
会
が
広
島
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
と
き
の
開
催
責
任
者
で
あ
っ
た

石
外
克
喜
先
生
か
ら
「
海
面
利
用
と
地
方
自
治
」
で
報
告
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
よ
う
で
あ
る
。
当
時
、
村
上
先
生
か
ら

広
島
県
港
湾
課
職
員
と
海
域
利
用
の
勉
強
会
に
誘
わ
れ
て
、
当
時
の
勤
務
先
で
あ
っ
た
商
船
高
専
で
実
習
す
る
学
生
の
引
率
で
「
海
か
ら

陸
を
眺
め
る
」
視
点
も
あ
っ
て
、
海
域
管
理
法
制
へ
の
研
究
が
進
め
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
公
物
管
理
法
の
基
礎
理
論
を
論
じ
た
村

上
武
則
「
公
物
管
理
論
」（
法
律
時
報
臨
時
増
刊
『
現
代
と
災
害
』
所
収
、一
九
七
七
年
）
を
参
考
に
「
海
洋
公
物
管
理
論
」
を
発
表
さ
れ
、

「
海
洋
構
築
物
の
法
的
性
質
」
と
「
海
の
利
用
関
係
」
を
加
え
た
海
の
行
政
法
の
三
部
作
は
高
く
評
価
さ
れ
る
業
績
と
な
り
、
瀬
戸
内
海

環
境
管
理
法
制
か
ら
環
境
法
の
研
究
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
付
言
す
べ
き
は
、
沿
岸
自
治
体
の
海
域
管
理
権

を
理
論
的
に
基
礎
付
け
た
こ
と
は
、
機
関
委
任
事
務
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
「
規
則
」
で
国
が
管
理
す
る
法
制
を
、
地
方
議
会
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が
定
め
る
「
一
般
海
域
管
理
条
例
」
で
地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
方
向
を
導
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

先
生
の
行
政
法
の
恩
師
で
あ
る
村
上
武
則
先
生
は
、
給
付
行
政
の
行
政
法
理
論
を
わ
が
国
に
導
入
し
、
給
付
行
政
法
を
確
立
さ
れ
た
こ

と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
横
山
先
生
も
村
上
行
政
法
の
強
い
影
響
を
受
け
、
憲
法
研
究
時
代
に
と
り
く
ま
れ
た
社
会

権
研
究
に
村
上
行
政
法
を
取
り
入
れ
、
社
会
保
障
行
政
法
を
村
上
武
則
編
『
応
用
行
政
法
』（
有
信
堂
、
一
九
九
二
年
）
で
担
当
執
筆
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
行
政
法
教
科
書
は
、
ド
イ
ツ
で
論
じ
ら
れ
は
じ
め
た
中
庸
行
政
法
の
考
え
を
村
上
先
生
が
わ
が
国
に
は
じ
め
て
紹
介
さ

れ
、
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中
庸
行
政
法
は
、
行
政
法
総
論
で
論
じ
ら
れ
る
抽
象
的
な
法
関
係
よ
り
は
具
体
的
な
法
関
係
で
あ
る
が
、

行
政
法
各
論
に
比
べ
る
と
、
そ
の
法
関
係
は
漠
然
と
し
て
お
り
、
い
わ
ば
行
政
法
総
論
と
行
政
法
各
論
の
中
間
に
位
置
す
る
行
政
法
で
あ

る
と
い
う
。
こ
れ
を
中
間
行
政
法
と
呼
ん
で
、
村
上
先
生
は
災
害
行
政
に
お
け
る
法
関
係
の
執
筆
を
横
山
先
生
に
担
当
さ
せ
、
横
山
先
生

は
行
政
法
の
新
し
い
捉
え
方
と
し
て
認
知
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
行
政
過
程
論
を
踏
ま
え
ら
れ
、「
災
害
行
政
過
程
論
」
の
分
野
を
開
拓
さ
れ
、

「
大
規
模
災
害
と
公
法
の
課
題
」
の
テ
ー
マ
で
開
催
さ
れ
た
日
本
公
法
学
会
第
七
八
回
総
会
で
運
営
委
員
を
務
め
ら
れ
、
第
二
部
会
の
司

会
を
さ
れ
た
。
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以
上
の
よ
う
に
、
先
生
が
取
り
組
ま
れ
た
研
究
は
憲
法
学
と
行
政
法
学
を
基
礎
に
展
開
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
畑
憲
法
学
の
「
歴
史
か
ら

学
ぶ
」
手
法
と
村
上
行
政
法
学
の
「
憲
法
原
理
に
基
づ
く
行
政
法
解
釈
」
が
、
先
生
の
公
法
研
究
に
フ
ィ
ッ
ト
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
研
究
姿
勢
は
、
学
生
や
大
学
院
生
の
指
導
に
も
反
映
し
、
常
に
具
体
的
な
事
案
か
ら
行
政
法
を
解
き
ほ
ぐ
す
指
導
方
法
か
ら
学
部
学
生

の
ゼ
ミ
生
も
年
々
増
え
、
全
員
が
国
家
ま
た
は
地
方
公
務
員
に
合
格
し
た
時
も
あ
り
、
大
学
院
で
研
究
指
導
を
受
け
た
大
学
院
生
も
、
公

務
員
や
国
内
外
で
研
究
者
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
横
山
先
生
と
先
生
の
研
究
と
教
育
生
活
を
支
え
て
こ
ら
れ
た
奥
様
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
た
い
。


